
　
町
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部

　
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 

　
委
員
　
長
期
優
良
住
宅
と
し
て

認
定
さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
は
。

　
担
当
者
　
住
宅
の
工
事
費
が
通

常
の
住
宅
の
一
割
か
ら
二
割
程
度

高
く
な
る
だ
ろ
う
と
国
で
は
説
明

し
て
い
ま
す
が
、
長
期
優
良
住
宅

に
基
づ
く
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、

建
物
の
登
記
、
登
録
免
許
税
、
固

定
資
産
税
、
そ
れ
か
ら
不
動
産
取

得
税
、
投
資
減
税
等
も
ろ
も
ろ
の

減
税
が
国
の
法
律
に
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
委
員
　
認
定
申
請
手
数
料
が
高

額
だ
が
、
認
定
申
請
数
の
予
測
は
。
 
 

　
担
当
者
　
国
土
交
通
省
の
説
明

で
は
、
こ
れ
は
住
宅
に
限
り
ま
す
が
、

ト
ー
タ
ル
の
全
建
築
の
中
の
一
割

程
度
が
こ
の
長
期
優
良
住
宅
の
申

請
を
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
　
同
一
平
米
数
で
手
数
料

に
違
い
を
設
け
た
の
は
な
ぜ
か
。

　
担
当
者
　
申
請
を
す
る
前
に
民

間
機
関
で
技
術
的
審
査
を
済
ま
せ

て
き
た
場
合
と
、
技
術
的
審
査
を

済
ま
せ
な
い
で
申
請
さ
れ
た
場
合

の
違
い
で
す
。

　
町
田
市
市
税
条
例
の
一
部
改

　
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
　
こ
の
条
例
の
一
部
改
正
で

町
田
市
に
与
え
る
影
響
は
。

　
担
当
者
　
住
宅
借
入
金
控
除
の

影
響
額
は
、
総
務
省
に
よ
る
全
国

影
響
調
査
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を

納
税
義
務
者
数
で
按
分
し
た
と
こ
ろ
、

平
成
二
二
年
度
に
お
い
て
は
、
約

三
億
四
、
〇
〇
〇
万
円
の
影
響
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
全
額
、
減
収

補
て
ん
金
に
よ
り
国
か
ら
補
て
ん

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
土
地
の
長
期

譲
渡
所
得
に
か
か
わ
る
影
響
額
は
、

五
年
を
超
え
て
か
ら
譲
渡
し
た
も

の
で
す
か
ら
、
仮
に
今
こ
の
制
度
一
、

〇
〇
〇
万
円
の
特
別
控
除
を
適
用

し
た
と
し
て
、
平
成
二
一
年
度
課

税
に
お
け
る
影
響
と
し
て
対
象
者

が
四
一
〇
人
で
、
一
億
七
、
〇
〇

〇
万
円
の
減
額
と
試
算
さ
れ
ま
す
。

　
委
員
　
固
定
資
産
税
の
影
響
額

は
ど
う
か
。

　
担
当
者
　
固
定
資
産
税
の
新
築

の
軽
減
が
昨
年
の
実
績
で
す
と
、

お
よ
そ
一
億
二
、
七
九
〇
万
円
で

し
た
。
そ
れ
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト

の
長
期
優
良
住
宅
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
、
年
間
で
一
、

二
八
〇
万
円
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

従
来
の
新
築
軽
減
に
つ
い
て
は
木

造
三
年
間
、
非
木
造
は
五
年
間
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二

年
間
延
長
さ
れ
ま
す
の
で
、
二
、

五
六
〇
万
円
ほ
ど
の
減
収
と
い
い

ま
す
か
、
軽
減
に
な
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
福
祉
総
務
事
務
費
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
委
員
　
何
人
ぐ
ら
い
を
雇
っ
て
、

調
査
す
る
対
象
は
ど
れ
ぐ
ら
い
の

人
数
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

　
担
当
者
　
調
査
の
対
象
は
、
大

体
三
、
〇
〇
〇
人
ぐ
ら
い
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
二
名
を

雇
用
す
る
予
定
で
す
。

　
委
員
　
調
査
し
た
内
容
は
ど
の

よ
う
に
活
用
さ
れ
る
の
か
。

　
担
当
者
　
今
回
は
、
災
害
時
要

援
護
者
宅
を
訪
問
し
て
、
避
難
の

支
援
を
し
て
く
だ
さ
る
方
の
有
無

な
ど
の
状
況
に
つ
い
て
聞
き
取
り

調
査
を
実
施
す
る
も
の
で
す
が
、

避
難
支
援
者
の
い
な
い
方
に
つ
い

て
、
今
後
、
個
別
の
避
難
支
援
計

画
を
立
て
る
上
で
役
立
て
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
町
田
市
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
設

　
置
条
例
の
一
部
改
正
　
　
　

 
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
委
員
　
大
戸
小
学
校
に
移
す
と

の
こ
と
だ
が
、
ど
の
程
度
の
規
模

を
予
定
し
て
い
る
の
か
。

　
担
当
者
　
一
般
の
小
学
校
の
特

別
教
室
よ
り
も
二
回
り
ほ
ど
大
き

い
部
屋
が
す
で
に
あ
る
の
で
、
そ

こ
を
改
装
し
た
い
。
現
在
の
約
三

倍
近
く
の
広
さ
で
す
。

　
さ
る
び
あ
特
別
支
援
金
　
　

 
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
委
員
　
町
田
市
に
居
住
し
て
い

る
確
認
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。

　
担
当
者
　
二
月
一
日
が
基
準
日

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
日
に

居
住
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
国
民

健
康
保
険
の
資
格
取
得
日
や
生
活

保
護
の
支
給
開
始
日
、
住
居
の
賃

貸
借
契
約
書
等
を
想
定
し
て
い
ま

す
。

　
民
間
保
育
所
整
備
事
業
費
補

　
助
金

 
 
　
　
　
　
　
　
　
　

　
委
員
　
市
の
考
え
と
し
て
、
こ

れ
か
ら
認
可
保
育
園
を
作
る
場
合
、

時
限
付
き
の
認
可
保
育
園
を
作
る

の
か
。

　
担
当
者
　
現
在
は
緊
急
に
、
と

い
う
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
待
機

児
に
つ
い
て
は
、
総
合
的
に
考
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
来
年

度
以
降
ど
の
よ
う
な
整
備
で
い
く

の
か
、
ま
だ
決
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
委
員
　
通
常
の
認
可
保
育
園
の

整
備
費
用
と
二
〇
年
限
定
を
比
べ

た
場
合
、
市
の
負
担
に
差
は
出
る

の
か
。

　
担
当
者
　
仕
組
み
が
違
う
の
で
、

ど
ち
ら
が
有
利
か
は
単
純
に
言
え

な
い
が
、
国
の
安
心
子
ど
も
基
金

を
使
う
場
合
、
補
助
事
業
の
採
択

権
限
は
東
京
都
が
持
っ
て
い
る
の

に
対
し
、
通
常
整
備
で
は
国
が
権

限
を
持
っ
て
い
る
の
で
補
助
申
請

か
ら
採
択
ま
で
時
間
が
か
か
り
、

そ
の
部
分
は
圧
縮
で
き
ま
す
。
ス

ピ
ー
ド
と
い
う
意
味
で
二
〇
年
期

間
限
定
は
大
き
い
と
考
え
ま
す
。

　
子
ど
も
遊
び
場
見
守
り
委
託

　
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
委
員
　
安
全
対
策
員
の
仕
事
の

内
容
は
。

　
担
当
者
　
校
庭
が
見
渡
せ
る
場

所
に
受
付
を
設
け
、
子
ど
も
た
ち

が
来
た
と
き
に
受
付
を
し
、
遊
び

終
わ
る
時
間
に
声
を
か
け
、
校
庭

か
ら
出
る
こ
と
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す

る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　
委
員
　
人
員
の
二
人
で
体
育
館

と
校
庭
の
両
方
を
見
る
の
は
難
し

い
が
、
二
人
と
し
た
理
由
は
。

　
担
当
者
　
ま
ず
、
校
庭
の
開
放

を
考
え
て
お
り
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ

ー
ス
に
二
人
い
れ
ば
受
付
も
で
き
、

一
応
見
渡
せ
る
こ
と
を
考
え
、
二

人
と
し
ま
し
た
。

　
町
田
市
あ
き
か
ん
・
吸
い
殻

　
等
の
散
乱
防
止
に
関
す
る
条

　
例
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
委
員
　
美
化
推
進
指
導
員
は
、

警
察
官
Ｏ
Ｂ
を
考
え
て
い
る
の
か
。

　
担
当
者
　
警
察
経
験
者
な
ど
が

ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
て
お
り
、
そ

の
方
向
で
努
力
を
し
て
い
き
た
い
。

　
委
員
　
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
民
地

の
喫
煙
場
所
は
、
ど
の
よ
う
な
扱

い
に
な
る
の
か
。

　
担
当
者
　
民
地
の
中
で
公
共
的

に
使
わ
れ
て
い
る
部
分
は
、
所
有

者
の
同
意
が
得
ら
れ
た
ら
指
定
は

可
能
で
す
が
、
基
本
的
に
民
地
に

つ
い
て
は
条
例
の
対
象
外
で
す
。

　
委
員
　
喫
煙
場
所
が
指
定
さ
れ

な
い
ま
ま
、
こ
の
条
例
が
施
行
さ

れ
て
し
ま
う
と
、
条
文
の
実
効
性

が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
。

　
担
当
者
　
町
田
市
の
ポ
イ
捨
て

防
止
推
進
委
員
会
に
も
意
見
を
い

た
だ
き
条
例
施
行
前
に
設
置
を
し

て
い
く
こ
と
で
考
え
て
い
ま
す
。

　
町
田
市
公
共
下
水
道
事
業

　
（
平
成
二
一
年
度
か
ら
平
成

　
二
三
年
度
ま
で
の
事
業
の
一

　
部
）
に
関
す
る
業
務
委
託
契

　
約
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
委
員
　
不
況
の
時
代
に
地
元
業

者
に
ぜ
ひ
受
注
の
機
会
が
あ
る
よ

う
に
と
思
う
。
ど
の
く
ら
い
町
田

の
業
者
が
受
注
し
て
い
る
の
か
。

　
担
当
者
　
最
近
に
お
い
て
は
市

内
業
者
が
と
ら
れ
る
本
数
は
少
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
委
員
　
業
務
委
託
が
東
京
都
新

都
市
建
設
公
社
で
な
け
れ
ば
で
き

な
い
の
か
と
い
う
本
質
的
な
問
題

が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
市
が
そ
れ

な
り
の
制
度
、
契
約
の
条
項
を
つ

け
て
直
接
発
注
し
た
ほ
う
が
、
市

内
業
者
の
た
め
に
な
る
と
思
う
が
。

　
担
当
者
　
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
手
法
で
進
め
て
い
く
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の

検
討
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
課

題
を
抱
え
て
い
る
と
認
識
し
て
い

ま
す
。

　
町
田
市
景
観
条
例
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
委
員
　
景
観
を
保
護
し
て
ほ
し

い
と
言
っ
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う

な
手
続
で
行
え
ば
よ
い
の
か
。

　
担
当
者
　
地
域
の
中
で
景
観
上

大
切
な
も
の
だ
と
い
う
考
え
に
な

れ
ば
、
ま
ず
地
域
景
観
資
源
の
登

録
か
ら
入
り
、
そ
の
中
に
建
物
が

あ
れ
ば
、
重
要
建
造
物
に
指
定
し

て
い
き
ま
す
。
一
番
確
実
な
方
法

と
し
て
は
、
景
観
法
だ
け
で
は
な

く
、
都
市
計
画
の
手
法
と
し
て
景

観
地
区
に
指
定
し
て
い
く
と
、
か

な
り
厳
し
い
規
制
に
ま
で
持
っ
て

い
け
る
と
思
い
ま
す
。

　
文
教
社
会
常
任
委
員
会
及
び
建

設
常
任
委
員
会
で
は
、
付
託
さ
れ

た
案
件
の
う
ち
、
次
の
議
案
に
つ

い
て
原
案
を
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
し
、
採
決
終
了
後
に
左
記
の
附

帯
決
議
を
付
す
べ
き
も
の
と
決
し

ま
し
た
。

　
文
教
社
会
常
任
委
員
会

　
第
四
二
号
議
案
　
平
成
二
一
年

度
（
二
〇
〇
九
年
度
）
町
田
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

　
　
　
　
　
記

　
一
・
歳
出
、
款
一
〇
・
教
育
費
、

項
五
・
社
会
教
育
費
、
目
三
・
青

少
年
教
育
費
、
説
明
欄
四
・
青
少

年
教
育
事
業
費
の
う
ち
、
子
ど
も

遊
び
場
見
守
り
委
託
料
に
つ
い
て
は
、

請
願
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
事
業

実
施
の
た
め
の
環
境
整
備
や
関
係

す
る
市
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
ま

で
は
当
面
予
算
の
執
行
を
凍
結
さ

れ
た
い
。

　
建
設
常
任
委
員
会

　
第
四
八
号
議
案
　
町
田
市
あ
き

か
ん
・
吸
い
殻
等
の
散
乱
防
止
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
　
　
　
　
記

　
一
・
禁
止
区
域
内
で
の
喫
煙
場

所
を
早
急
に
指
定
さ
れ
た
い
。
　

　
　

　
第
六
〇
号
議
案
　
町
田
市
公
共

下
水
道
事
業
（
平
成
二
一
年
度
か

ら
平
成
二
三
年
度
ま
で
の
事
業
の

一
部
）
に
関
す
る
業
務
委
託
契
約

　
　
　
　
　
記

　
一
・
受
託
者
に
お
か
れ
て
は
、

工
事
品
質
を
し
っ
か
り
確
保
さ
れ

た
い
。

　
本
会
議
の
結
果

　
六
月
二
三
日
の
本
会
議
に
お
い
 

て
、
第
四
二
号
議
案
「
平
成
二
一

年
度
（
二
〇
〇
九
年
度
）
町
田
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」

及
び
第
四
八
号
議
案
「
町
田
市
あ

き
か
ん
・
吸
い
殻
等
の
散
乱
防
止

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」
は
、
賛
成
多
数
を
も
っ

て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
第
六

〇
号
議
案
「
町
田
市
公
共
下
水
道

事
業
（
平
成
二
一
年
度
か
ら
平
成

二
三
年
度
ま
で
の
事
業
の
一
部
）

に
関
す
る
業
務
委
託
契
約
」
は
、

全
員
一
致
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　
六
月
八
日
の
本
会
議
に
緊
急
質

問
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
遠
位
型
ミ
オ
パ
チ
ー
の

　
治
療
薬
早
期
実
現
に

　
関
す
る
意
見
書

　
「
遠
位
型
ミ
オ
パ
チ
ー
」
と
は
、

進
行
性
の
筋
疾
患
（
ミ
オ
パ
チ
ー
）

で
あ
る
が
、
難
病
で
あ
り
な
が
ら
、

い
ま
だ
に
、
国
か
ら
難
病
指
定
及

び
特
定
疾
患
へ
の
認
定
は
受
け
て

い
な
い
。

　
こ
の
疾
病
に
よ
り
、
日
常
生
活

上
で
の
介
助
が
必
要
と
な
り
、
や

が
て
、
座
位
を
保
つ
こ
と
も
困
難

と
な
る
。
つ
い
に
は
寝
た
き
り
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
町
田
市
議
会
は
、
遠

位
型
ミ
オ
パ
チ
ー
の
治
療
薬
早
期

実
現
の
た
め
に
、
政
府
に
対
し
、
「
遠

位
型
ミ
オ
パ
チ
ー
」
へ
の
研
究
費

増
額
に
よ
る
更
な
る
研
究
推
進
、

希
少
疾
病
に
対
す
る
新
薬
開
発
推

進
制
度
の
早
急
な
確
立
、
「
遠
位

型
ミ
オ
パ
チ
ー
」
の
難
治
性
疾
患

克
服
研
究
事
業
・
特
定
疾
患
治
療

研
究
事
業
の
対
象
疾
患
へ
の
指
定

を
、
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
五
件
あ
て

意
見
書
（
要
旨
）

意
見
書
（
要
旨
）

意
見
書
（
要
旨
）

委
員
会
で
附
帯
決
議

委
員
会
で
附
帯
決
議

委
員
会
で
附
帯
決
議

議
員
提
出
議
案

緊
急
質
問

緊
急
質
問

緊
急
質
問

（6）平成21年（2009年）7月30日 No.173町田市議会だより

市議会には、４つの常任委員会が設置されており、
本会議で付託された議案・請願等、各所管事項につ
いて詳細にわたり審査を行いました。その中から、
各委員会の主な審査状況をお知らせします。


